
様式第１８ 

三原燃第 23-0272号 

令和 5年 8月 18日 

事故・故障等発生報告書 

  

 

 

住  所 茨城県那珂郡東海村舟石川６２２－１ 

事業所名 三菱原子燃料株式会社        

氏  名 代表取締役社長  大和矢 秀成   

 

原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定第１７条の規定により、原子力施

設等における事故・故障等の発生について次のとおり報告します。 

発 生 年 月 日 令和 5年 4月 12日 

発 生 場 所  技術センター棟 社員食堂厨房（非管理区域） 

件     名  厨房コンセントでの焦げ跡発見について（第 2報） 

状     況 

原     因 

対     策 

環境への影響等 

別紙のとおり 

 

添付資料：厨房コンセントでの焦げ跡発見について（第 2報） 

  

茨城県知事  大井川 和彦 殿 



 

 

 

 

 

 

 

 

厨房コンセントプラグでの焦げ跡発見について 
 

（第 2報） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 8月 18日 

 

三菱原子燃料株式会社 

  

別紙 



1 

１．状況 

  2023 年 4 月 12 日（水）12 時 37 分頃、技術センター棟（非管理区域）社員食堂厨

房において、協力会社の厨房責任者が電気ウォーマーテーブルの電源 ON の状態で電

源灯が切れていることに気付き、配線用遮断器（漏電）を確認したところ、当該遮断

器が落ちており、コンセントプラグ（以下「プラグ」という。）に焦げ跡があること

を発見した。本事象において炎、煙の発生及び臭いはなかったが、12時 50分に公設

消防に調査依頼の連絡を行い、12時 59分に当社到着（消防車 2台、サイレン・赤色

灯有）、現場確認の結果、公設消防より、14 時 12 分に「13 時 10 分鎮火確認、14 時

10分火災認定※1」の連絡を受けた。また、社内の対応として、13時 20分に防災組織

を立ち上げた。 

  なお、本事象において、当社及び公設消防は消火活動を実施していない。また、本

事象に伴うけが人や被ばく者はなく、加工施設及び環境への影響もなかった。 

  上記の事象の経緯を添付１に示す。 

 ※1：電気ウォーマーテーブルのコンセント及びプラグを分解した際、プラグの中に

短絡痕（電極間が短絡し電流が流れたと思われる球状の痕跡）、プラスチックの

変色が見られたこと及び煤（すす）が付着していたことから火災認定に至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-１ 電気ウォーマーテーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800mm 

750mm 850mm 

図１-２ 当該コンセントと分解点検後のプラグ 
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２．原因 

 当該のプラグ、コンセントと同タイプの健全なものの外観写真を図２－１に示す。

電源供給側の白いカバーで覆われている側をコンセント、黒い側をプラグと呼ぶ。 

 

図２-１ 当該と同タイプのコンセントとプラグ 

 

２－１原因調査 

原因調査の結果は次のとおり。 

（１） 当該電源コード、プラグ、コンセント及び電気ウォーマーテーブルの点検 

１） 電源コードとプラグの点検 

・ 電源コードには損傷などの異常は認められなかった。 

・ プラグの樹脂カバーは溶融のため変形していた（図２－２、３）。 

・ プラグを分解したところ、プラグ電極のうち、隣接する 2箇所（電極Ａ、

Ｂ）の根本部に短絡痕が認められた（図２－４）。 

・ 短絡痕が認められる電極間の絶縁材が失われていた。また、プラグを取り

外す際、電極（電極Ｂ）と絶縁材を固定するネジが脱落した（図２－２）。 

・ 根本部に短絡痕が認められた電極（電極Ａ、Ｂ）については、差刃にも溶

融痕が認められた。また、溶融痕の周辺に酸化したような跡があった（図

２－５）。 

・ プラグから露出する電極を固定するネジ部とそのネジ部に接続する電線

に緑青が認められた。緑青は電極材である銅が酸化したためと考えられる

（図２-６）。 

・ 配線の被覆に溶融した跡があり、一部の電線が露出していた（図２－７）。 

・ 電線そのものには損傷は認められておらず、健全であった（図２－７）。 

 

コンセント 

プラグ プラグ電極 
先端部を”差刃“という。 

プラグの樹脂材がコンセ
ントの面と密着して水
分・ホコリの浸入を防ぐ
構造 

コンセントの電極はこの
内側にある（下から見た
状態） 
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２） 当該電源コンセントの点検 

① コンセント外部 

・ コンセントの外部は損傷などの異常は認められなかった（図２－８）。 

② コンセント内部 

・ コンセント側の一部の電極に緑青が認められた。また、高温による変色が

認められた（図２－９）。 

・ プラグ側で溶融が認められた電極に対応するコンセント側の電極に溶融

痕が認められた（図２－１０）。 

・ コンセントの内部の配線の被覆には高温によると考えられる変色が認め

られたが配線には異常はなかった（図２－１１）。 

３） 当該電気ウォーマーテーブルの点検 

当該電気ウォーマーテーブルに関し、設備メーカーによる確認の結果、過電

流の要因になるような異常は認められなかった。 

・ ヒーター部の絶縁抵抗（漏電有無）：異常なし 

・ ヒーター部の抵抗：異常なし 

・ 制御部内部確認：異常なし 

・ ヒーター部シース（電熱線をカバーするさや管）外観確認：異常なし 

４） 当該電気ウォーマーテーブルが接続されていた電源系統の点検 

・ 電源の電圧は正しく 200Vとなっていることを確認した。 

・ 当該電気ウォーマーテーブルが接続されている配線用遮断器（漏電）は正

常に遮断されていた。 

（２） 厨房内の当該設備以外の電源コード、プラグ、コンセントの点検 

原因調査と水平展開を兼ねて、厨房内の当該設備以外の電源コード、プラグ、

コンセントについても点検を実施し、類似の事象が発生していないか確認し

た。 

１） 厨房内の全ての電源コンセント、プラグ及びコードの点検 

・ 厨房内の全ての電源コンセント、プラグ及びコードの外観と、差刃の状態

を点検した結果、損傷、被覆の剥がれ、変色、腐食などの異常は認められ

なかった。 

２） 隣接のプラグ、コンセントの分解点検 

・ 隣接の 200V コンセント２か所及び 100V コンセント 1 か所について、分

解点検を行った結果、変色、腐食などの異常は認められなかった。 

（３） 当該電気ウォーマーテーブル使用に関する環境調査（作業状況の聞き取り

含む） 

・ コンセントの設置状況は下図に示すとおり、床から高さ約 42cm である。

なお、隣接するテーブルの内棚高さは約 20cm、内棚と壁の隙間は約 10cm

である。 
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・ 当該設備が設置されている場所は厨房であるため、食品衛生上、週１回、

床を水洗いしているが、電源を取っているコンセントの設置場所は、直接

水がかかる箇所ではない。 

・ 更に、防雨型のコンセント及びプラグとなっており、万一水がかかっても

漏電は発生しない構造となっている。 

・ ただし、厨房設備であるため、週１回、床を水洗いすること、排水溝には

温水が流れることから、床近傍は湿度が比較的高い状況となっている。 

・ 当該コンセント及びプラグは食器かごを置く棚の奥の壁に設置している

ため、食器かごによる接触以外でプラグそのものに外力が作用するような

場所ではない。しかし、食器かごは、作業の観点から手前側に置くことに

なっているが、押し込んだ場合は、奥のプラグに接触することが考えられ

る。 

・ 従って、食器かごが奥まで入れば接触する高さ位置となっていること、

当該電気ウォーマーテーブルは厨房の建物完成（2012年）以降、長年使

用していることから、食器かごが接触してプラグに外力が作用した可能

性がある。  

当該コンセント 約 20cm 
約 69cm 

約 12cm 

約 20cm 

約 62cm 

約 39cm×約 37cm 

壁面 

上部テーブル 

食器かご 

下部テーブル 

グレーチング 側溝 
約 42cm 

概略立面図 

約 20cm 

約 27cm 

約 20cm 

約 25cm 床面 

約 10cm 
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  図２－２ 焼け焦げ跡の見られたプラグ 

（右は比較のため、樹脂カバーを取り外した状態の健全なプラグ） 

 

 

図２－３ プラグのカバー樹脂の状況 

 

   

図２－４ プラグ電極を外した状態 

 

電極の短絡痕 

樹脂の溶融・焼損 

絶縁材の喪失 
電極部の短絡痕 

図２－４の左（電極Ａ） 

樹脂の溶融 

ネジの脱落 

図２－４の右（電極Ｂ） 

電極A 

電極 B 

厨房側 

本来、電極間に絶縁材がある 

壁側 
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図２－５ プラグ電極のコンセントと接触する部分の状態 

 

 

図２－６ プラグ内部の緑青の状況 

 

 

 

図２－７ プラグ内部の電極に接続する配線 

 

被覆の損傷 

電線そのものには

機械的損傷は認め

られない 

差刃の溶融 

酸化被膜 
差刃の溶融 

注）赤と緑の２本は内部の

電線の状況を確認するた

め、被覆を意図的に剥い

だ。 

電極A 電極 B 

緑青 
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図２－８ コンセント外観 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－９ コンセント内部の電極の状況 

 

 
 

図２－１０ コンセント側の電極の状況 

当該コンセント 

（外観は異常なし） 

内部は高温により変色 

緑青 

プラグ側と接触する内面に溶融痕あり 

電極A 電極 B 
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図２－１１ 当該コンセントの内部配線状況 

 

 

２－２事象発生のメカニズム 

「２－１原因調査」の調査結果より、今回のプラグ、コンセントの焼け焦げは、

プラグの電極間の短絡により、瞬間的に大きな発熱が発生したことによるものであ

るが、その原因は、電極を固定する絶縁材の劣化と推定する。 

絶縁材の劣化は、プラグ及びコンセントの電極に緑青や酸化被膜が認められたこ

とから、酸化被膜によりプラグの電極とコンセント側電極間の電気抵抗が高まり、

長期間にわたり発熱したことにより生じたものであり、電極の酸化の原因としては、

水分による腐食と推定する。 

この水分の浸入経路は、当該プラグ、コンセントが食器かごと接触する位置にあ

ったことから、この接触によるプラグへの外力によって生じた隙間からのものと推

定する。 

 

上記より、当該電気ウォーマーテーブルの当該電源コードのプラグ、コンセント

に焼け焦げが発生するに至ったメカニズムは以下のとおりと推定する。 

なお、事象発生の要因として、経年変化、製造不良、過電圧、過電流、外力によ

る変形の可能性を検討したが、上述のメカニズム（外力による変形）以外は要因と

しては考えにくい。要因分析の結果を添付２に示す。 

  

当該コンセント 

（配線被覆は高温により変色。ただし、内部の電

線は異常なし） 
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【① 当該電源プラグ、コンセントに隙間発生】 

・ 当該プラグは日常的に荷重が発生する環境ではないものの、棚の奥に設置

されていること、棚に食器かごなどの物を置くこと、食器かごなどの物が

プラグにぶつかる可能性があることから、プラグに外力が加わり、変形に

よりプラグとコンセントの間に隙間があいた可能性が考えられる。 

・ 当該電源プラグは長年使用しており、外力が作用する機会があったものと

考えられる。 

・ 食器かごをプラグに押し付けた場合を模擬し、プラグとコンセントの間に

隙間を確認した状況を図２－１２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１２ 食器かごの押し付け状態再現試験 

⇓ 
  

コンセント 

プラグ 

食器かご 

わずかな隙間 

外力（押し付け） 

コンセントカバーを外してプラグと
コンセントの状況確認 

食器かごをプラグに押し付けた状態 

わずかな隙間 
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【② 当該電源プラグに水分が浸入】 

・ 当該プラグが設置されているのは厨房であり週１回床を水洗いする。 

・ 温水を流す排水溝があり、湿度が高い状態となっている。 

・ 当該プラグを差し込むコンセントは厨房の床近くに設置されており、棚と

壁の間に隙間（約 10cm）があるため、水撥ねが

コンセント部まで届く可能性がある。 

・ 当該プラグ、コンセントは防雨型であり、コン

セントとプラグは防水コンセントカバーのゴ

ム部分が密着し水分の浸入を防ぐ構造となっ

ているが、外力によりプラグとコンセントの間

に隙間が発生し、内部に水分が浸入した可能性

がある。 

⇓ 

【③ 当該電源プラグ電極が腐食し電気抵抗が増加】 

・ 電極に緑青が発生していたこと、コンセントに差し込まれるプラグの電極

部分に酸化被膜が発生していたことから、内部に浸入した水分により、酸

化被膜が発生したと推定される。 

・ プラグとコンセントの電極間の酸化被膜部の接触抵抗が増加。 

 

 

 

 

 

 

⇓ 

【④ 当該電源プラグ電極部が発熱し、絶縁材を溶融】 

・ プラグとコンセントの接触抵抗により発熱し、電極の熱伝導によってプラ

グ電極の固定部分の絶縁材が溶融ないしは炭化することで劣化。 

 

 

 

 

 

⇓ 

水分 

コンセント側電極 

プラグ側電極 

電極間の絶縁材 

酸化被膜 

発熱 絶縁材の劣化

発熱 
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【⑤ 当該電源プラグの絶縁劣化により、プラグ・コンセント内部焼損】 

・ プラグ電極を固定する絶縁材が劣化し、電極間の絶縁が破壊され、コンセ

ント側の電極とともに短絡回路を形成し、電極同士の接触部に溶融部が形

成された。 

・ 大電流が流れ、プラグ、コンセントに発熱が発生し、焼け焦げが発生した。 

 

 

 

 

 

⇓ 

【⑥ 短絡電流により配線用遮断器（漏電）が動作し、作用点の切り離し】 

 

２－３事象の原因 

本事象の原因は以下のとおりと推定する。 

（１）（直接的な要因）棚に置いた食器類を入れた食器かごを奥に押し込んだ際に、

この食器かごがプラグに当たり、コンセントと防水プラグキャップの間に隙間

を生じさせ、水分の浸入を招いた。 

（２）（間接的な要因）当該プラグは長期にわたり取り外されず、水分の浸入によ

るプラグ電極部の酸化に気づかない状態で使用を続けたため、プラグの電極と

コンセント側電極間の酸化被膜部の接触抵抗が増加して加熱が継続し、プラグ

の絶縁材が徐々に劣化してプラグ電極間の絶縁が破壊されたことにより短絡

に至った。 

 

なお、本事象では短絡が発生したが、配線用遮断器（漏電）が正常に作動したこ

とで、電源供給を早期に遮断することはできた。 

 

３．対策 

３－１当該設備の復旧および再発防止 

（１）当該設備の復旧 

本事象に係る措置として以下を実施した。 

① 誤って当該設備を使用しないよう、当該設備の使用を禁止した。（配線用遮

断器（漏電）の投入禁止措置） 

② 当該箇所の防雨型コンセント及びプラグ（ケーブル含む）を交換すること

で復旧処置完了した。 

③ 復旧後点検（外観と絶縁抵抗の確認）を実施し、異常のないことを確認した。 

短絡の発生 

発熱→焼け焦げ 
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（２）当該設備に対する事象の再発防止 

① プラグが食器かごで押し付けられたことにより、プラグとコンセントの間

に隙間を作ったと考えられることから、食器かごを奥まで押し込んでしまっ

てもプラグにぶつかることがないように、棚にストッパーを設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 本事象ではプラグ電極に酸化被膜の形成が認められたことから、今後はプ

ラグ電極を定期的に点検し、酸化被膜が無いことを確認する。 

③ 更なる対策として、今後コンセントの設置位置を水分の影響を受けない位

置に変更する。 

 

なお、本火災事象との関連性はないものの、当該のウォーマーテーブルを計

画保全として更新した。 

 

３－２本事象の周知と注意喚起 

 本事象が発生した当日中に、社内イントラネット掲示板にて事象の周知を実施し

た。また、４月 17日（月）に、同社内イントラネット掲示板にて、事象の調査結果

詳細を掲示し、全社員への注意喚起を実施した。 

 

３－３本事象の水平展開 

（１）厨房内の水平展開（２－１（２）のとおり。） 

① 厨房内の全ての電源コンセント、プラグ及びコードの外観と、電極状態の

点検を実施し、異常のないことを確認した。 

② 隣接の 200Vコンセント２か所及び 100Vコンセント１か所について、分解

点検を実施し、異常のないことを確認した。 

（２）類似個所等の水平展開 

① 外力が加わるあるいは水分や湿気の浸入のおそれのある屋外コンセント、

プラグ及び水回りのコンセント、プラグ等の全数点検を実施した結果、劣

化等が確認されたものは使用禁止とした（今後撤去又は修理）。また、点検

したコンセント、プラグ等はリスト化し、今後、定期的に点検する。 

ストッパー 
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（３）教育 

① 社員などへの電気火災防止の教育として、以下を実施した。（食堂協力会社

社員を含む。） 

・従来から実施している請負業者に対する火気取扱教育に、「電気火災に対

する注意事項」を追加した。 

今後も継続して実施する。 

・他社火災事例、当火災事例等の教育の中で、社員に電気火災に対する注

意事項を教育した。 

過去の火災事例の分析の結果、コンセントやコードなどの電気器具の基

本的な取扱いのミスにより発生した事例が多いことから、電気器具の取

扱いの基本的なルールを教育資料にまとめ、今後、継続して教育する。 

② 日々の作業での電気器具取扱い時 KY等の徹底 

・日々の作業において、電気器具を取扱う際の火災防止のため、従来から実

施している TBM*1 における KY*2 活動において、電気器具取扱作業を行う際

は、労働安全も含め電気器具取扱いに関する KYを行う。 

*１ ツールボックスミーティング（作業前ミーティング） 

*２ 危険予知活動 

 

４．環境への影響 

本事象に伴う人身災害の発生はなかった。また、管理区域外施設であることから、

周辺環境への影響は無く、モニタリングポストの指示値にも変動は無かった。 

モニタリングポストの指示値について添付３に示す。 

 

以上 
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事象の経緯 

 

日時 内容 

2023年 4月 11日 通常作業（炎、煙、臭いなし） 

2023年 4月 11日 

14時頃 

仕舞時に厨房機器のコンセントの外観を点検、結果異

常なし（炎、煙、臭いなし） 

2023年 4月 12日 

5時 15分 

調理作業開始（炎、煙、臭いなし） 

 

9時頃 

電気ウォーマーテーブル電源「入」 

（炎、煙、臭いなし） 

その後、通常どおり使用。 

12時 37分頃 

調理作業終了後、協力会社調理責任者が 

・電気ウォーマーテーブルが電源「入」の状態で電源灯

が消灯 

・配線用遮断器（漏電）が落ちている 

・プラグの焦げ跡を確認し、総務課担当者へ連絡（炎、

煙、臭いなし） 

12時 42分 総務課担当者が安全管理課長へ連絡 

12時 50分 安全管理課長から公設消防へ調査依頼の連絡 

12時 59分 公設消防到着（消防車 2台 サイレン・赤色灯有） 

13時 1分 茨城県へ状況連絡 

13時 2分 東海村へ状況連絡 

13時 5分 那珂市へ状況連絡 

13時 8分 
ひたちなか警察署到着（警察車両 1台 サイレン・赤色

灯なし） 

13時 20分 防災組織本部立ち上げ 

14時 12分 

公設消防より以下の連絡あり 

・13時 10分 鎮火確認 

・14時 10分 火災認定 

 

添付１ 
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添付３ 
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（参考） 

 

電気火災に対する当社の取組み 

 

 当社では、昨今の原子力事業所における電気火災に対して、以下の防護対策を計

画し、活動を進めている。 

今後も全社をあげて火災防止活動に力をいれていく。 

 

（１）コンセント、コード等の点検 

① 社内の全ての電工ドラムの点検を実施し、傷、変形、劣化等が確認されたも

のは全て使用禁止（廃棄）とした。今後、電工ドラムをリスト管理し、定期

的に点検すると共に、老朽化等による火災リスクの低減のため計画的に更

新する。 

② 自動販売機、LAN中継器等のコンセント及びコードを点検し、点検結果に基

づき必要な処置を行う。その後、リスト、マップを作成し、定期的に点検す

る。また、ネズミ被害等のリスクが考えられる OA フロア下のコードについ

ても点検又は対策を計画し、実施する。 

 

（２）インバータ及び制御盤の点検 

  社内の全てのインバータをリスト化し、定期点検を実施すると共に、老朽化

による発火リスクの低減のため計画的に更新を進めている。 

また、更なる対策として、全ての制御盤を調査、リスト化後、構成部品（ト

ランスなど）、配線、ホコリ、不要物などを点検し、その結果に基づき必要な

処置を行う。合わせて定期的な点検計画を策定し、実施する。 

 

（３）教育の継続的実施 

   本文記載の電気火災防止教育はもちろん、従来からの火災全般に対する教育

を継続的に実施していく。 

 

以上 


